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資料１ 

神奈川県の特別支援教育のあり方に関する検討会設置要綱 

 

 

（設置目的） 

第１条 インクルーシブ教育の進展を踏まえた中で、今後の特別支援教育のあり方につい

て、専門技術的な視点から現状と課題を整理するとともに、県における特別支援教育の今

後の施策の方向性に資することを目的とし、神奈川県の特別支援教育のあり方に関する

検討会（以下、「検討会」という。）を設置する。 

 

（検討事項） 

第２条 検討会は、次の事項を取り扱う。 

(1)神奈川県の特別支援教育の現状把握と課題の整理に関すること 

(2)神奈川県の今後の特別支援教育の方向性に関すること 

ア 特別支援学校の整備のあり方について 

イ 医療的ケアのあり方について 

ウ 特別支援教育における県と市町村の役割分担のあり方について 

(3)その他、必要とされること 

 

（設置期間） 

第３条 検討会の設置期間は、平成 32年３月 31日までとする。 

 

（構成員） 

第４条 検討会は、特別支援教育に関する学識経験を有する者等から選定した 16 名とし、

別表に掲げる者により構成する。 

２ 構成員（以下「委員」という。）の選任期間は、会議設置の日から平成 32年３月 31日

までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

３ 検討会に、会長及び副会長を置く。 

４ 検討会の会長及び副会長は、委員の互選による。 

５ 会長は会議の議長を務め、検討会を代表し、会務を総括する。 

６ 副会長は会長を補佐し、会長が欠けたとき、または事故があったとき、その職務を代行

する。 

７ 検討会は、必要に応じて関係者の意見を聴取することができる。 

 



（会議） 

第５条 検討会は、会長が招集する。 

２ 任期の最初の会議は、第１項の規定にかかわらず、教育長が招集する。 

３ 検討会には、作業部会を置く。 

４ 作業部会は、別表に掲げる者により構成する。ただし、検討内容に応じて、必要な者の

みを構成員とすることができる。また、必要と認めるときは、構成員以外の者を作業部会

に加えることができる。 

 

（庶務） 

第６条 検討会の庶務は、教育局支援部特別支援教育課が行う。 

 

（雑則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関して必要な事項は、教育長が別に

定める。 

 

 附則 

この要綱は、平成 30年８月 27日から施行する。 

 

 

別表 

 

検討会 

(1)学識経験者 

(2)医療関係者 

(3)福祉関係者 

(4) PTA関係者 

(5)学校関係者  

(6)行政関係者 

 

 

作業部会 

(1)学識経験者 

(2)医療関係者 

(3)学校関係者  

(4)行政関係者 

 



資料２ 構成員 

【令和元年度】◎会長 〇副会長 

 氏名 所属、役職 区分 

１ ◎渡部 匡隆 横浜国立大学教職大学院 教授 学識経験者 

２ 〇田村 順一 帝京大学教職大学院 教授 学識経験者 

３ 江川 文誠 社会福祉法人三篠会ソレイユ川崎 施設

長 

医療関係者 

４ 成田 裕子 特定非営利活動法人 フュージョンコム

かながわ・県肢体不自由児協会 理事長 

福祉関係者 

５ 上田 美明 神奈川県特別支援学校 

肢体不自由教育校 PTA 連合会 会長 

ＰＴＡ代表 

６ 飯田 ひろみ 神奈川県特別支援学校 

知的障害教育校 PTA 連合会 会長 

ＰＴＡ代表 

７ 廣瀬 忠明 神奈川県立湘南養護学校 校長 県立学校長会議特

別支援学校部会教

育課題研究会 

８ 礒部 恒雄 神奈川県立中原養護学校 校長 県立学校長会議特

別支援学校部会教

育課題研究会 

９ 野村 泰弘 神奈川県立綾瀬西高等学校 校長 県立学校長会議支

援教育研究会 

10 須山 次郎 横浜市教育委員会事務局学校教育企画部

特別支援教育課 課長 

 

11 稲葉 武 川崎市教育委員会事務局学校教育部指導

課 担当課長 

 

12 篠原 真 相模原市教育委員会教育局学校教育部学

校教育課 課長 

 

13 富澤 真由美 横須賀市教育委員会事務局学校教育部支

援教育課 課長 

 

14 窪島 義浩 藤沢市教育委員会教育部教育指導課 課

長 

 

15 岡野 親 神奈川県教育委員会教育局 教育参事監

兼指導部長 

 

16 田所 健司 神奈川県教育委員会教育局インクルーシ

ブ教育推進担当部長 

 

 

 



【平成 30 年度】◎会長 〇副会長 

 氏名 所属、役職 区分 

１ ◎渡部 匡隆 横浜国立大学教職大学院 教授 学識経験者 

２ 〇田村 順一 帝京大学教職大学院 教授 学識経験者 

３ 江川 文誠 社会福祉法人三篠会ソレイユ川崎 施設

長 

医療関係者 

４ 成田 裕子 特定非営利活動法人 フュージョンコム

かながわ・県肢体不自由児協会 理事長 

福祉関係者 

５ 上田 美明 神奈川県特別支援学校 

肢体不自由教育校 PTA 連合会 会長 

ＰＴＡ代表 

６ 阿部 みゆき 神奈川県特別支援学校 

知的障害教育校 PTA 連合会 会長 

ＰＴＡ代表 

７ 森 恵 神奈川県立藤沢養護学校 校長 県立学校長会議特

別支援学校部会教

育課題研究会 

８ 齋木 信也 神奈川県立鎌倉養護学校 校長 県立学校長会議特

別支援学校部会教

育課題研究会 

９ 𠮷川 亮 神奈川県立秦野総合高等学校 校長 県立学校長会議支

援教育研究会 

10 須山 次郎 横浜市教育委員会事務局指導部特別支援

教育課 課長 

 

11 稲葉 武 川崎市教育委員会事務局学校教育部指導

課 担当課長 

 

12 細川 恵 相模原市教育委員会教育局学校教育部学

校教育課 参事兼課長 

 

13 塚田 美保子 横須賀市教育委員会事務局学校教育部支

援教育課 課長 

 

14 窪島 義浩 藤沢市教育委員会教育部教育指導課 課

長 

 

15 折笠 初雄 神奈川県教育委員会教育局 教育監  

16 田口 雅己 神奈川県教育委員会教育局インクルーシ

ブ教育推進担当部長 

 

 

 

 

 



資料３ 会議開催期間 

検討会は、平成 30 年 8 月 27 日から令和 2 年 3 月 31 日までの期間設置され

た。各検討会の開催日、場所は次のとおりである。 

 

 開催日 場所 内容 

第１回 平成 30 年

8 月 27 日 

神奈川県住宅供給公社ビル

５階神奈川県教育委員会 

委員会会議室 

設置要綱について 

検討日程について 

検討内容について 

その他 

第２回 平成 30 年

12 月 17 日 

神奈川県住宅供給公社ビル

５階神奈川県教育委員会 

委員会会議室 

検討会の進め方 

これまでの検討会の意

見の整理 

特別支援教育の現状と

課題 

第３回 平成 31 年

2 月 8 日 

神奈川県住宅供給公社ビル

５階神奈川県教育委員会 

委員会会議室 

中間まとめ（案）につい

て 

第４回 令和元年 

5 月 30 日 

神奈川県住宅供給公社ビル

５階神奈川県教育委員会 

委員会会議室 

中間まとめを踏まえた

今後の検討の方向性に

ついて 

第５回 令和元年 

9 月 20 日 

神奈川県住宅供給公社ビル

５階神奈川県教育委員会 

委員会会議室 

最終まとめにむけて 

第６回 令和 2 年 

1 月 30 日 

神奈川県立総合教育センタ

ー善行庁舎南棟３階講義室 

最終まとめの方向性に 

ついて 

第７回 令和 2 年 

3 月 26 日 

神奈川県総合医療会館 最終まとめ（案）につい

て 

 

 

 

 

 

 

 


